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質問回答 

2017年 12月 1日 

「ウクライナ国一般廃棄物管理に係る情報収集・確認調査」 

 （公示日：2017年 11月 22日／公示番号：170834）について、業務指示書に関する質問と回答は以下のとおりです。 

 

 

通番号 当該頁項目 質問 回答 

1 

第２ 調査の目的・内容に関す

る事項 

p.1  

２．業務の目的 

本業務の調査対象廃棄物は、家庭廃棄物だけ

なのでしょうか？廃棄物全体なのでしょう

か？ 調査対象廃棄物の範囲を教示していた

だければ幸いです。 

廃棄物焼却場での処理対象となり得る廃棄物、

具体的には家庭廃棄物及び事業系一般廃棄物を

ターゲットとして想定しております。 

2 

第２ 調査の目的・内容に関す

る事項 

p.2  

４．実施方針及び留意事項 

（４） 

「各プロセスの実施体制（直営または委託、

委託業者の選定方式、委託料の料金水準およ

び委託業者のビジネスモデル）について情報

収集すること」とありますが、「委託業者のビ

ジネスモデル」とは具体的に何を示している

のかご教示下さい。 

ウクライナでは、廃棄物の収集・輸送や処理施

設の管理・運営等を各委託業者が実施しており、

その収入源（委託料や補助金等）、大まかな支出

の内訳など、経営構造を明らかにしたいとの趣

旨です。 

3 

第２ 調査の目的・内容に関す

る事項 

p.2 

４．実施方針及び留意事項 

（５） 

「既存の（廃棄物性状）データは、調査業務

に開始までに中東・欧州部欧州課より提供で

きる見込み」とありますが、既存データには

調査対象地域の３市のデータ含むという理解

でよろしいでしょうか。また、既存データは

何年の調査結果かご教示下さい。 

調査対象 3都市を含むものです。キエフは 2011

年のデータで、ハリコフ及びドニプロは年度が

不明ですがごく最近のものです。 

4 
同上 見積に関係することから、既存の廃棄物性状

データの項目をご提示いただけますか？ 

データを取付中のため、恐縮ながら項目は判明

しておりません。 
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通番号 当該頁項目 質問 回答 

5 

第２ 調査の目的・内容に関す

る事項 

p.3 

４．実施方針及び留意事項 

（７） 

JICAと官公庁の職員が同行とありますが、想

定されている官公庁とはどちらでしょうか？ 

また何名の派遣を想定されているでしょう

か？ 

第 1次及び第 3次現地調査に、JICAから各 1~2

名程度が同行することを想定しております。官

公庁職員については未定ですが、環境省や地方

自治体など、廃棄物管理の知見を有する方が

1~2名程度同行する可能性があります。 

6 

第２ 調査の目的・内容に関す

る事項 

p.7 ５．業務の内容 

（５）第 2次国内作業（2018

年 6月上旬～7月上旬頃） 

及び 

p.8 ７．成果品等 

左記「ウ」にドラフト・ファイナル・レポー

トの完成があり、第 2 次国内作業の作業期間

の終盤、つまり 7 月上旬にドラフト・ファイ

ナル・レポートを完成させるものと認識いた

しますが、一方で、次頁の成果品等の部分に

はドラフト・ファイナル・レポートの提出時

期として、6 月下旬と指定がございます。こ

の点、ドラフト・ファイナル・レポートの提

出時期につきましてご確認をお願いいたしま

す。 

業務指示書 第２ p.7 にあります「（５）第 2 次

国内作業（2018 年 6 月上旬～7 月上旬頃）」を

「（５）第 2 次国内作業（2018 年 6 月上旬～6

月下旬頃）」に修正させていただきます。 

時期が前後する可能性はありますが、現時点で

は 7 月上旬～中旬頃に第 3 次現地調査実施を想

定しており、6 月下旬にはドラフト・ファイナ

ル・レポートを作成いただきたいと考えており

ます。 

ウクライナでは 7 月、8 月頃に長期の夏季休暇

を取得される方が多く、キーパーソンに会える

行程で第 3 次現地調査の日程を組む必要があり

ます。 

7 

第３ 業務実施上の条件 

p.10 

２．業務量の目途と業務従事者

の構成（案） 

（１）業務量の目途 

貴機構 HP 上の誰でも閲覧可能な公示におき

ましては、想定人月（予定）な 17.73 MM と

なっておりますが、p. 10に記載あります 17.7 

MM も 17.73 MM との認識でよろしかったで

しょうか？ 

17.73M/M、つまり 約 17.7M/M と記載しており

ます。 
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8 

第３ 業務実施上の条件 

p.11 

６．その他の留意事項 

（４）相手国の便宜供与 

ウクライナの 3 都市における執務スペース

（含Wi-fiや複合機の利用）は各実施機関から

供与されるという認識でよろしかったでしょ

うか？また、供与されるとなった際の執務ス

ペースの広さ (m3 など) はどの程度になりま

すでしょうか？もし供与されない場合は必要

に応じて要計上かと思いますがその際は別見

積に計上することでよろしいでしょうか？ 

ウクライナ側から執務スペースの提供はありま

せん。執務スペースに関する費用は本見積での

計上をお願いします。 

9 

該当なし 調査の効率化を図るため、現地にプロジェク

トオフィスの設置を考えています。その場合、

貴機構あるいはカウンターパートよりオフィ

スを提供していただくことは可能でしょう

か。 

本案件につきましては、当機構及びウクライナ

側からのオフィス提供予定はございません。プ

ロジェクトオフィス設置が必要な場合、かかる

費用は本見積での計上をお願いします。 

10 

情報提供の依頼 本年 6 月に JICA 九州で実施された国別研修

「廃棄物処理技術の高度化」の研修内容、研

修スケジュール、ウクライナ国からの研修員

の所属先の情報を提供いただくことは可能で

しょうか？ 

研修スケジュール及び研修員の所属先一覧を、

プロポーザル受領各社に別途送付させていただ

きます。 

 

以上 

 


